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令和７年小千谷市教育委員会第１２回定例会 会議録 
 
１．開会日時 

令和７年１２月２３日（火）午後４時００分～ 

 
２．場所 

健康・こどもプラザ 会議室 

 
３．出席構成員 
  教 育 長：松井周之輔  

委  員：高野瑞恵 竹内義朗 福島ひろみ 小林智光 
関係職員：教育・保育課 山本課長 佐藤(佐)課長補佐 佐藤(嘉)課長補佐 小林参事 

     久保参事 小田原学校教育係長 野村保育係長 

 

４．議題 
 
 日程１ 令和７年 第１１回定例会議事録の承認について 
      原案のとおり承認 
 
 日程２ 議案第２９号 臨時代理について（議会の議決を経るべき事件の議案についての 
     意見の申し出について（令和７年度小千谷市一般会計（教育委員会所管）補正予算 
     （第７号）について）） 
      原案のとおり承認 
 
     議案第３０号 臨時代理について（議会の議決を経るべき事件の議案についての 
          意見の申し出について（小千谷市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定に 
          ついて）） 

            原案のとおり承認 
 
 日程３ 報告 ・月例事務報告兼教育委員会･教育長の予定について 

月例事務報告兼教育委員会･教育長の予定について日程を確認。 
 
 日程４ 協議 ・次回の定例教育委員会開催日について 

第１回定例教育委員会は１月１９日（月）午後４時から健康こどもプラザ会議

室にて開催することで決定。 
 

午後４時１２分閉会 
 

（以下、非公開） 
 
引続き、令和７年小千谷市教育委員会第１２回協議会 開催    

午後５時１０分閉会 
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令和７年 小千谷市教育委員会第１２回定例会議事録 

 

開会・閉会日時 令和７年１２月２３日（火）午後４時００分～午後４時１２分 

場 所 健康・こどもプラザ 会議室 

出 席 構 成 員 松井周之輔 高野瑞恵 竹内義朗 福島ひろみ 小林智光 

欠 席 構 成 員  

関 係 職 員 
教育・保育課 山本課長 佐藤(佐)課長補佐 佐藤(嘉)課長補佐 小林参事  

久保参事 小田原学校教育係長 野村保育係長  

議事録作成者 教育・保育課 佐藤(佐)課長補佐 

 

議    題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程１ 

 

日程２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程３ 

 

日程４ 

 

 

 

議案第２９号 

 

 

 

 

議案第３０号 

 

 

 

報    告 

 

協    議 

 
令和７年第１１回定例会議事録の承認について 
 
臨時代理について（議会の議決を経るべき事件の議案

についての意見の申し出について（令和７年度小千谷

市一般会計（教育委員会所管）補正予算（第７号）に

ついて）） 
 
臨時代理について（議会の議決を経るべき事件の議案

についての意見の申し出について（小千谷市立学校設

置条例の一部を改正する条例の制定について）） 
 
月例事務報告兼教育委員会･教育長の予定について 
 
次回の定例教育委員会開催日について 
 
 

傍 聴 者  ０名 
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発 言 者 内            容 

 

松井教育長 

 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

松井教育長 

 

松井教育長 

 

 

 

 

山本課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これより、小千谷市教育委員会 令和７年第１２回定例会を開催します。 

ただいま出席数５名で定足数に達しております。 

本定例会に提案された会議の案件並びに本日の議事日程等は、ご案内のとお

りであります。 

 

まず、日程１ 令和７年第１１回定例会議事録の承認について を上程いた

します。事務局の方で何か修正等あればお願いします。 

 

（事務局 なし） 

 

委員の皆様から修正などございませんか。 

 

（委員 なし） 

 

それでは、議事録を承認することでよろしいでしょうか。 

 

（全員 異議なし） 

 

それでは、第１１回定例会議事録を承認することといたします。 

 

次に、日程２ 議案第２９号 臨時代理について（議会の議決を経るべき事

件の議案についての意見の申し出について（令和７年度小千谷市一般会計（教

育委員会所管）補正予算（第７号）について））を上程いたします。事務局より

説明をお願いします。 
 
ただいま上程になりました、議案第２９号「臨時代理について（議会の議決を 

経るべき事件の議案についての意見の申し出について（令和７年度小千谷市一

般会計（教育委員会所管）補正予算（第７号）について））」をご説明いたしま

す。それでは議案第２９号別紙をご覧ください。 

本案は、令和７年度小千谷市一般会計（教育委員会所管）補正予算（第７号）

について、原案のとおり了承するとして、令和７年１１月２０日付で、教育長

が臨時代理しましたので、これを報告し、ご承認をいただくものです。補正内

容についてご説明いたしますので、議案第２９号別紙資料をご覧ください。 

 まず１ページは、令和７年度小千谷市一般会計補正予算（第７号）の全体額

などが記載されております。このたびの補正予算は人事院勧告に伴う給与等の

改正、並びに今年度の職員の人事異動などの増減をこの時に一斉に調整するこ

とから、報酬、給料、職員手当、共済費などの人件費関係が主であります。 

それ以外の教育委員会所管の具体的な補正内容について３か所説明いたしま 

す。最初に、２８ページ上段の教育指導経費の中の児童・生徒遠征費補助金で

２，２００千円増額しています。これは当初予算の段階で、今までの実績など

からおおよそ想定される大会出場に係る遠征費補助金を見積もっていますが、

今年度、特に沖縄県で開催の全中大会に小千谷中学校が男子４×１００ｍリレ

ーを含め計７人が出場したことや、男女ともに出場した長野県で開催の北信越

中学校駅伝大会並びに小千谷中学校男子が出場した滋賀県で開催の全国中学校

駅伝大会などによって、当初予算以上の遠征費補助金が見込まれることから増

額補正するものであります。 

次に、同じく２８ページ下段の中学校管理経費の中の学校運営支援員報酬で 
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松井教育長 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

松井教育長 

 

松井教育長 

 

 

 

山本課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

５１千円増額しています。これは現在、小千谷中学校で学校運営支援員１名が、

来年３月１８日まで県の補助金を活用しながら、日々雇用という形態で退職さ

れた元学校事務職員の方が業務しておりますが、来年４月から開校する学びの

多様化学校の開校準備ということで、この方を継続して、雇用が終了する３月

１９日から年度末まで日々雇用するため、増額補正するものであります。 

次に、中学校教育振興経費の中の日本語指導等支援員報酬で２１４千円増額 

しています。これは、現在ウクライナから当市に避難しているサリフ・イリナ

ご夫妻のもとに、養子として１４歳（中学２年生相当）になる女子がこの秋来

日して一緒に暮らしており、ついては来年１月から市内の中学校に通学する予

定であることから、その子のための日本語支援員を配置するため、増額補正す

るものであります。私からの説明は以上です。 

 

ありがとうございました。何かご質問などありましたらお願いします。 

 

（委員 なし） 

 

それでは、議案第２９号につきましてご承認いただけますでしょうか。 

 

（全委員 異議なし） 

 

議案第２９号につきまして原案どおりご承認いただきました。 

 

次に、議案第３０号 臨時代理について（議会の議決を経るべき事件の議案

についての意見の申し出について（小千谷市立学校設置条例の一部を改正する

条例の制定について））を上程いたします。事務局より説明をお願いします。 
 

ただいま上程になりました、議案第３０号臨時代理について（議会の議決を 

経るべき事件の議案についての意見の申し出について（小千谷市立学校設置条

例の一部を改正する条例の制定について））をご説明いたします。議案第３０

号別紙をご覧ください。 

本案は、小千谷市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について、原

案のとおり了承するとして、令和７年１１月１３日付で、教育長が臨時代理し

ましたので、これを報告し、ご承認をいただくものです。改正内容についてご

説明いたしますので、議案第３０号別紙資料をご覧ください。 

改正内容としましては、学びの多様化学校の設置を正式に条例で位置付ける 

ために、所要な改正を行うものであります。別表第２は中学校の名称と位置が

記載されておりまして、新しく学校の名称を「小千谷中学校上ノ山分校」とし

て加え、位置を市民学習センターと同じ「小千谷市上ノ山４丁目４番２号」と

するものです。 

最後に附則として、この条例の施行期日を令和８年４月１日とするものです。 

以上で説明を終わります。 

 

ありがとうございました。何かご質問などありましたらお願いします。 

 

（委員 なし） 

 

それでは、議案第３０号につきましてご承認いただけますでしょうか。 

 

（全委員 異議なし） 
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松井教育長 

 

松井教育長 

 

 

 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

松井教育長 

 

 

 

 

 

 

松井教育長 

 

 

松井教育長 

議案第３０号につきまして原案どおりご承認いただきました。 

 

次に日程３ 月例事務報告兼教育委員会・教育長の予定について、本日配付 

させていただきました月例事務報告兼教育委員会・教育長の日程をご確認いた

だきたいと思います。事務局より修正や追加説明がありましたらお願いいたし

ます。 

 

（事務局 なし） 

 

委員の皆様から何かご報告などございましたらお願いいたします。 

 

（委員 なし） 

 

次に、日程４ 協議に移ります。 

次回の定例教育委員会開催日につきまして、事務局より令和８年１月２０日

（火）午後４時００分から、健康・こどもプラザ会議室で開催する案となってお

ります。委員の皆様いかがでしょうか。 

 

(日程調整の協議) 

 

それでは、次回第１回定例教育委員会は１月１９日（月）午後４時から健康・

こどもプラザ会議室で開催することといたします。 

 

ありがとうございました。以上で公開案件は全て終了いたしました。 

 

 

上記委員会の次第を記載し、その相違ないことを証明するため、ここに署名する。 

 

令和８年１月１９日   

                  小千谷市教育委員会 

 

                     教育長  


